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Q4： 子どもはいま 15才ですが、日本の中学校に編入学することはできますか。 

 

 

A4： 日本の教育制度では、中学 3年生はその年度内に 15才になる子どもが該当し

ます。いま 15才でも、3月の卒業時に 16才になる子どもについては過年齢とな

りますので、無条件に編入学することはできません。市役所（または区役所）で

住民票の届けを出す際に、中学校への編入学を希望していることを伝え、学区の

中学校と相談してください。最終的に受け入れてもらえるかどうかは、中学校の

校長先生の判断となります。 

 


